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原

龍
之
助
著

『
地
方
行
政
改
革
の
基
本
間
題
』

ー
行
政
事
務
の
再
醗
分
を
中
心
と
し
て
ー

　
日
本
國
憲
法
の
制
定
に
伴
ひ
此
の
憲
法
の
精
紳
を
具
現
化
す
る
爲
制
定
せ
ら

れ
た
地
方
自
治
法
も
そ
の
施
行
を
み
て
よ
り
既
に
四
年
。
そ
の
間
關
係
法
規
と

共
に
幾
多
の
改
正
を
経
た
が
解
羅
法
學
的
見
地
よ
り
す
れ
ば
一
鷹
問
題
の
所
在

が
限
完
さ
れ
た
。
然
し
新
党
思
法
に
よ
り
表
明
さ
れ
た
理
想
も
地
方
自
治
に
關
す

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
傳
統
極
め
て
淺
く
且
つ
内
的
外
的
諸
原
因
に
俵
り
あ
わ
た
爵
し
く
制
度
化
さ

れ
た
地
方
自
治
制
度
に
封
し
今
日
日
本
の
現
状
に
師
し
且
つ
憲
法
に
唱
ふ
る
理

念
に
則
る
制
度
の
確
立
へ
と
研
究
の
野
象
の
推
移
を
み
る
の
も
叉
當
然
と
い
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
時
に
當
り
年
來
地
方
行
政
享
務
配
分
の
問
題
に
付
き
學
理

及
實
際
の
爾
方
面
よ
り
研
究
せ
ら
れ
て
き
た
碧
者
が
そ
の
學
識
の
一
端
を
本
書

に
託
し
て
公
に
せ
ら
れ
た
こ
と
は
誠
に
有
意
義
な
こ
と
上
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
本
書
は
五
篇
の
論
文
及
び
附
録
よ
り
構
成
さ
れ
第
一
章
に
於
て
は
「
地
方
公

共
團
騰
の
事
務
の
範
園
」
と
題
し
奮
憲
法
時
代
よ
り
盛
に
雫
は
れ
た
固
有
事
務

委
任
事
務
及
び
地
方
自
治
法
で
新
た
に
間
題
と
な
つ
た
行
政
事
務
の
匠
別
を
主

と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
先
立
ち
地
方
自
治
樫
の
本
質
に
付
き

自
然
法
的
及
び
法
律
賢
謹
主
議
的
學
誘
を
學
げ
且
つ
從
來
の
…
諸
説
（
新
奮
爾
憲

法
下
の
）
を
引
用
し
つ
瓦
新
奮
地
方
自
治
擢
の
本
質
的
差
異
を
明
確
に
し
、
新

憲
法
下
の
地
方
自
治
擁
は
超
實
定
法
的
存
在
と
し
て
認
め
る
が
實
定
法
解
課
論

と
し
て
は
憲
法
第
二
條
の
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
地
方
自

治
灌
は
常
に
國
家
と
相
關
々
係
に
立
つ
が
故
に
「
新
憲
法
の
も
と
に
お
け
る
地

方
自
治
も
決
し
て
絶
野
的
な
も
の
で
な
く
、
常
然
に
國
家
の
存
在
を
豫
想
し
た

相
封
的
な
観
念
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
つ
て
新
憲
法
が
地
方
團
膣

に
廣
汎
な
自
治
瀧
を
認
め
て
い
て
も
、
國
家
内
の
地
方
團
膣
の
自
治
梅
は
、
法
律

構
成
上
は
少
ぐ
と
も
國
家
か
ら
與
へ
ら
れ
た
権
利
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

範
闘
は
・
專
ら
行
政
作
用
の
分
配
に
闘
す
る
國
家
の
意
思
に
よ
つ
て
定
ま
る
も

の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
地
方
公
共
團
艦
が
國
家
の
存
在
を
豫
想
し

た
相
封
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
務
は
す
べ
て
國
法
に
の
み
そ
の
存
立
の
根

擦
を
有
し
、
國
法
に
よ
つ
て
地
方
公
共
團
膿
に
委
任
し
た
享
務
と
考
え
な
く
て

は
な
ら
ぬ
と
す
れ
ぽ
、
委
任
事
務
か
ら
甚
別
す
る
固
有
事
務
の
概
念
を
理
由
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
紹
介
と
批
詳

け
る
十
分
の
根
擦
が
な
い
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
」
「
（
二
〇
・
二
一
頁
）
と
さ
れ
更

に
「
…
…
委
任
の
仕
方
の
差
異
に
感
じ
て
、
そ
の
種
類
を
分
つ
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
固
有
事
務
と
か
委
任
事
務
と
か
の
語
を
用
い
る
こ
と

は
、
そ
の
歴
史
的
由
來
に
も
と
づ
き
誤
解
を
招
き
や
す
く
適
當
な
用
語
と
は
い

え
な
い
。
」
（
同
頁
）
然
も
固
有
事
務
の
内
容
限
界
が
必
ず
し
も
明
か
で
な
く
且

つ
現
行
法
上
此
の
爾
者
に
封
す
る
監
督
方
法
に
別
段
の
差
異
を
認
め
ぬ
以
上
爾

者
を
笹
別
す
る
實
釜
も
必
要
も
な
く
、
行
政
事
務
と
此
の
二
事
務
と
の
匠
別
に

於
て
も
實
定
法
上
何
等
意
昧
を
見
い
だ
せ
ぬ
と
せ
ら
れ
、
立
法
論
上
の
見
地
よ

り
此
の
三
種
の
事
務
の
旺
別
は
そ
の
到
定
の
爲
無
用
の
困
難
を
生
ず
る
も
の
故

斯
る
匿
別
の
規
定
は
之
を
慶
止
し
、
國
全
腔
の
見
地
か
ら
綜
合
的
施
策
を
施
す

要
あ
る
事
務
以
外
は
凡
て
地
方
公
共
團
艦
に
於
で
庭
理
す
べ
き
で
あ
る
と
の
表

現
に
止
め
よ
と
さ
れ
、
地
方
自
治
法
第
二
條
第
二
項
の
改
正
私
案
と
し
て
「
普

逼
地
方
公
共
團
膿
は
、
法
令
に
よ
り
國
の
事
務
に
屍
す
る
も
の
を
除
き
、
そ
の

匠
域
内
に
お
け
る
行
政
事
務
を
庭
理
す
る
。
」
（
三
三
頁
）
と
結
ば
れ
る
。

　
域
上
で
第
一
章
を
絡
る
の
で
あ
る
が
、
此
の
章
は
本
書
に
於
て
は
序
論
乃
至

ば
前
提
的
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
り
（
私
は
比
較
的
多
く
の
頁
敷
を
割
い
た

が
、
）
第
二
章
に
於
て
は
現
實
の
地
方
行
政
事
務
は
、
「
實
際
に
お
い
て
地
方
公

共
團
膿
の
庭
理
す
る
事
務
の
う
ち
、
團
膿
委
任
事
務
ま
た
は
機
關
委
任
事
務
が

そ
の
七
〇
な
い
し
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
…
…
」
（
四
四
頁
）
此
の
爲
地
方

公
共
團
騰
事
務
の
自
主
自
律
的
蓮
轡
を
妨
害
し
、
財
政
は
電
塵
を
加
へ
ら
れ
、

事
務
能
率
は
低
下
し
、
責
任
の
所
在
は
不
明
確
と
な
り
、
更
に
國
家
よ
り
の
財

政
的
捕
助
に
件
い
國
家
の
統
制
監
督
を
う
け
る
の
で
現
實
の
地
方
自
治
は
著
し

く
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
現
在
の
状
態
を
述
べ
、
一
榿
地
方
公
共
團
艦
に
利
害
の

集
中
す
る
事
務
は
勿
論
國
と
地
方
公
共
團
膿
双
方
の
利
害
に
關
係
を
持
つ
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

に
っ
い
て
も
荷
も
地
方
佳
民
に
直
接
利
害
關
係
を
も
つ
事
務
は
住
民
の
責
任
と

創
意
に
於
て
之
を
自
主
的
に
庭
理
せ
し
め
國
は
國
全
膣
と
し
て
利
害
を
有
す
9

限
度
に
於
て
の
み
之
に
關
與
す
る
の
が
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
で
あ
り
、
之
が

爲
に
シ
ャ
ア
プ
勘
告
の
三
原
則
た
る
責
任
明
確
化
の
原
則
・
行
政
能
率
の
原
則
．

地
方
自
治
尊
重
の
原
則
に
則
し
て
事
務
の
再
配
分
を
行
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
我

が
國
の
現
状
に
あ
つ
て
は
特
に
地
方
自
治
魚
重
の
原
則
を
第
一
義
的
に
考
へ
先

づ
地
方
公
共
團
膿
の
褐
立
を
癖
す
こ
と
が
急
務
で
あ
り
饒
に
相
常
程
度
地
方
自

治
制
度
の
獲
達
を
途
げ
た
英
米
の
制
度
を
無
批
到
的
に
坂
入
れ
る
こ
と
は
危
瞼

を
俘
ふ
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
來
つ
た
慮
よ
り
し
て
我
が
國
に
於
て
は
先
ず
地
方
自
治
奪
重
を
第

一
義
と
し
て
地
方
行
政
事
務
を
配
分
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
つ
た
。
此
の
こ

と
は
地
方
公
共
團
騰
に
封
す
る
國
の
關
與
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
昧
す
る
。
然

し
此
の
場
合
と
錐
も
國
の
關
與
を
全
然
排
斥
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
其
庭
で

第
三
章
に
於
て
此
の
檬
な
關
與
を
ど
の
程
度
に
止
む
べ
き
か
に
付
き
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
印
ち
近
代
法
治
國
家
に
於
け
る
國
の
地
方
公
共
團
禮
に
封
す
る
關
與

は
常
に
法
の
規
定
に
基
き
、
法
に
從
つ
て
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ね
。
殊
に
三
灌
分

立
を
採
用
す
る
た
め
中
央
に
於
け
る
立
法
・
司
法
・
行
政
の
三
機
關
は
何
れ
も

地
方
行
政
に
關
與
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
に
重
鮎
が
置
か
れ
る
か
は
結

局
そ
の
時
そ
の
所
の
諸
條
件
に
師
し
て
政
策
的
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

し
此
の
観
鮎
よ
り
現
行
の
國
家
の
地
方
團
膣
へ
の
關
與
を
奮
憲
法
時
代
の
そ
れ

と
比
較
し
乍
ら
述
べ
ら
れ
、
地
方
行
政
に
甥
す
る
新
し
い
國
家
關
與
の
特
質
と

し
て
指
導
主
義
的
・
亭
等
主
義
的
・
協
同
主
義
的
傾
向
を
撃
げ
ら
れ
、
之
に
よ

り
國
と
地
方
公
共
團
艦
と
は
常
に
李
等
の
立
場
に
於
て
行
政
全
鎧
の
調
和
と
護

展
を
は
か
る
こ
と
を
目
標
と
す
べ
き
で
あ
り
、
現
賞
に
は
種
々
の
特
別
法
に
よ



り
機
關
委
任
事
務
と
し
て
國
の
監
督
の
も
と
に
塵
理
さ
れ
て
い
る
事
務
を
自
治

事
務
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
に
よ
り
現
行
制
度
に
於
け
る
國
家
關
與
の
大
牛
を
解

消
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
然
し
此
の
様
な
事
務
の
再
配
分
も
事
務
庭
理
の
主
膿

た
る
地
方
公
共
團
農
の
規
模
が
當
を
え
ぬ
と
き
は
結
局
の
庭
机
上
の
室
論
に
絡

る
こ
と
エ
な
る
の
で
第
四
章
に
於
て
地
方
公
共
圏
膿
の
地
域
再
編
成
の
問
題
に

言
及
さ
れ
る
。
然
し
此
庭
で
云
ふ
地
域
的
再
編
成
の
問
題
を
從
來
考
へ
ら
れ
て

き
た
如
き
地
方
制
度
そ
れ
自
瞭
の
間
題
と
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
再
配

分
さ
れ
た
行
政
事
務
を
能
率
的
に
庭
理
す
る
こ
と
の
出
來
る
地
方
公
共
團
騰
の

規
模
の
問
題
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
此
の
爲
に
適
正
規
模
を

決
定
し
之
に
副
ふ
如
く
市
町
村
及
府
縣
の
合
併
へ
と
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し

此
の
合
併
も
根
強
い
利
害
感
情
等
に
支
へ
ら
れ
た
地
方
的
偏
見
に
わ
ざ
わ
い
さ

れ
且
つ
現
行
法
上
一
定
の
法
律
要
件
や
佳
民
投
票
も
あ
り
、
輩
に
合
理
化
と
い

ふ
こ
と
の
み
に
て
は
割
切
れ
ぬ
困
難
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
、
叉

事
務
及
地
域
の
再
配
分
に
常
つ
て
は
同
一
地
方
公
共
團
艦
と
い
ふ
も
府
縣
と
市

町
村
の
本
質
的
差
異
を
強
調
さ
れ
此
の
二
者
を
分
離
し
て
論
述
さ
れ
る
。
邸
ち

市
町
村
は
住
民
に
直
結
す
る
基
礎
的
地
方
團
榿
で
あ
る
爲
佳
民
に
直
接
利
害
を

有
す
る
事
務
は
市
町
村
に
配
分
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
此
の
爲
人
口
に
よ
り
み
た

る
最
低
規
模
は
七
、
八
千
た
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
・
斯
る
團
膿
を
作
る
爲
に

は
｝
般
的
に
は
協
議
會
か
ら
組
合
更
に
合
併
へ
と
漸
進
す
る
の
が
妥
當
と
さ

れ
・
叉
大
都
市
の
問
題
に
付
き
府
縣
よ
り
の
二
重
行
政
二
｝
重
監
督
の
弊
害
除

去
の
馳
よ
り
府
縣
よ
り
蝿
立
し
た
大
都
市
制
を
論
ぜ
ら
れ
最
後
に
府
縣
の
再
編

成
を
と
か
れ
る
の
為
あ
る
が
府
縣
の
場
合
に
は
實
際
に
再
編
成
の
必
要
は
市
町

村
の
場
合
程
強
く
な
い
が
然
し
編
成
時
よ
り
現
代
迄
の
時
代
の
推
移
に
よ
り
生

ぜ
し
不
合
理
性
を
除
去
す
る
爲
に
も
全
面
的
に
府
縣
の
匿
域
を
再
編
成
す
る
要

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

あ
り
と
さ
れ
る
。
以
上
本
書
に
於
て
第
一
章
か
ら
第
四
章
迄
は
言
は
黛
総
論
的

役
割
を
果
す
も
の
で
あ
り
、
第
五
章
に
於
て
は
各
論
と
も
云
ふ
べ
ぎ
個
々
の
事

務
に
甥
す
る
具
膿
的
適
用
例
を
示
さ
れ
て
い
る
。
其
庭
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
庭

は
大
別
し
て
昆
生
・
術
生
・
土
木
の
各
部
門
内
の
十
六
項
日
（
例
へ
ば
生
活
保

護
・
見
童
福
祉
…
…
、
傳
染
病
豫
防
・
食
品
衛
生
…
…
、
道
路
・
都
市
計
甕
；
…

等
）
に
及
ん
で
い
る
が
頁
、
数
の
開
係
で
此
れ
等
の
鮎
に
付
い
て
は
省
略
さ
せ
て

戴
く
。

　
要
す
る
に
本
書
に
於
て
は
從
來
の
事
務
の
配
分
方
法
を
否
定
し
（
第
一
章
地

方
公
共
團
燈
の
事
務
の
範
囲
）
然
る
後
行
政
事
務
の
再
配
分
の
意
義
及
び
方
向

を
示
し
（
菓
二
章
行
政
事
務
の
再
配
分
）
且
つ
此
の
目
的
達
成
の
爲
國
家
關
與

の
適
正
な
方
式
確
立
の
爲
地
方
公
共
團
盟
に
甥
す
る
國
家
關
與
の
饗
遷
と
現
歌

を
概
調
し
關
與
の
方
向
を
示
す
と
共
に
（
第
三
章
行
政
事
務
再
配
分
に
と
も
な

う
國
家
關
與
の
方
式
）
此
の
行
政
事
務
配
分
の
墓
盤
た
る
地
方
團
艦
の
地
域
的

再
編
成
の
問
題
を
と
り
あ
げ
・
町
村
・
市
・
大
都
市
お
よ
び
府
縣
の
あ
り
方
を

考
察
し
た
　
（
第
四
章
行
政
事
務
の
再
配
分
に
と
も
な
う
地
方
周
燈
0
地
域
的
再

編
成
）
。
而
し
て
以
上
の
こ
と
を
基
礎
と
し
民
生
・
衛
生
・
土
木
行
政
に
付
き

具
膿
的
な
事
務
の
再
配
分
を
示
さ
れ
た
（
集
五
章
行
政
事
務
の
具
燈
的
再
配
分

の
方
向
）
。

　
本
書
の
特
質
と
も
云
ふ
べ
き
勲
ば
e
從
來
の
學
読
を
引
用
し
つ
』
之
を
整
理

し
、
⇔
制
度
の
歴
史
的
攣
遷
を
た
ど
り
乍
ら
現
状
の
正
し
き
把
握
に
つ
と
め
ら

れ
、
㊧
將
來
の
制
度
の
在
り
方
に
付
き
著
書
の
意
見
を
述
べ
ら
れ
、
且
つ
間
題

を
多
面
的
に
観
察
し
合
日
的
な
る
結
論
を
見
出
す
如
く
努
め
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
で
本
書
の
紹
介
を
絡
る
の
で
あ
る
が
、
政
府
は
地
方
制
度
改
革
の
爲
如

何
な
る
手
段
を
と
り
つ
エ
あ
る
か
を
】
言
附
記
す
る
と
シ
ャ
ア
プ
鋤
告
に
基
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ご



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

政
府
ば
地
方
行
政
調
査
委
員
會
議
を
設
置
し
咋
年
十
こ
月
本
會
議
で
行
政
事
務

再
配
分
り
鋤
告
（
木
書
附
録
に
掲
載
）
本
年
九
月
十
一
日
地
方
制
度
改
革
の
劾

告
案
を
決
定
し
た
。
更
に
政
府
に
設
け
ら
れ
た
地
方
行
政
簡
素
化
本
部
で
は
中

央
の
行
政
整
理
と
並
行
し
て
地
方
行
政
機
構
及
び
事
務
に
關
す
ろ
改
革
案
と
人

員
整
理
案
を
検
討
し
て
い
た
が
今
圏
は
中
央
の
改
革
の
整
理
に
印
懸
す
る
に
止

め
、
内
閣
に
地
方
制
度
調
査
會
を
新
設
し
前
記
地
方
行
政
調
査
會
議
の
鋤
告
案

及
び
税
制
懇
談
會
の
答
申
を
再
検
討
し
た
上
で
地
方
行
政
改
革
を
決
定
す
る
こ

と
と
し
た
。
此
の
調
査
會
で
討
議
す
る
爲
目
下
地
方
自
治
磨
が
検
討
を
始
め
て

い
る
黙
は
、

　
　
地
方
團
膿
と
國
と
の
關
係
に
つ
き
て
は
、
e
都
道
府
縣
と
市
町
村
に
封
す

　
る
政
府
の
統
制
を
綜
合
的
に
調
整
す
る
こ
と
の
可
否
、
因
中
央
行
政
機
關
の

　
知
事
に
封
す
る
代
執
行
灌
そ
の
他
監
督
灌
制
度
を
認
む
べ
き
や
。

　
　
都
道
府
縣
と
市
町
村
の
關
係
に
付
き
て
は
、
e
都
道
府
縣
と
市
町
村
の
基

　
本
的
性
格
を
現
在
の
如
く
並
列
的
に
止
め
て
置
く
鮎
の
可
否
、
⇔
市
町
村
に

　
於
け
る
各
種
の
行
政
上
の
紛
孚
の
解
決
機
關
を
都
道
府
縣
内
に
設
く
べ
き
や

　
否
や
。

　
　
地
方
圏
彊
の
規
模
の
合
理
化
の
問
題

　
　
地
方
團
農
の
組
織
○
問
題

の
諸
黙
で
．
あ
り
、
著
者
も
亦
此
れ
等
の
多
く
を
問
題
と
し
一
通
り
の
解
答
を
な

し
て
を
ら
れ
る
。
勿
論
之
等
の
多
く
は
憲
法
上
の
問
題
と
も
關
聯
し
そ
の
他
種

種
の
問
題
を
も
含
む
爲
充
分
に
論
ず
る
こ
と
は
本
書
の
頁
勲
よ
り
し
て
は
到
底

不
可
能
の
こ
と
k
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
子
芳
雄
）
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